
 
 

令和２年２月１０日 
株式会社 中国銀行 

 
「新型肺炎対策相談窓口」の設置および「緊急特別融資」の取扱開始について 

 
  当行では、新型コロナウイルス感染症の流行により「緊急対策本部」を設置しました。 
また、影響を受けている法人および個人事業主のお客さまを対象とした「新型肺炎対策

相談窓口」を設置し、「緊急特別融資」の取扱いを開始しますので、お知らせします。 
 
１．「新型肺炎対策相談窓口」について 

名称 新型肺炎対策相談窓口 

開設期間 令和２年２月１０日（月）～令和２年９月３０日（水） 

開設店舗 全営業店 

 
２．「緊急特別融資」について 

商品名 「中銀新型肺炎対策緊急特別融資」 

お取扱い期間 令和２年２月１２日（水）～令和２年９月３０日（水） 

ご利用いただ

ける方 
新型コロナウイルス感染症の流行により、事業に直接的または間接

的に影響を受けている法人または個人事業主のお客さま 

資金使途 運転資金または設備資金 
（設備資金の場合、感染症対策にかかる設備導入・更新に限ります） 

ご融資金額 ５０百万円以内 

ご融資期間 運転資金：１年以上７年以内（６か月以内の据置期間を含む） 
設備資金：１年以上１０年以内（６か月以内の据置期間を含む） 

ご融資利率 個別協議による 

ご返済方法 元金均等分割返済 

担保・保証人 信用保証協会保証付または有担保、無担保 

お取扱い店 国内本支店 

 
以 上 

 
 



 

中銀新型肺炎対策緊急特別融資 
 
 

中国銀行では、令和元年１２月以降に発生した新型コロナウイルス感染症の流行により、

業績に影響を受けている法人および個人事業主の方々に対し、資金面から支援させていた

だくため、次のとおり緊急特別融資をご用意しております。 

お近くの中国銀行の窓口にお気軽にお問い合わせください。 

 
   【商品概要】    

お 取 扱 い 期 間 令和２年２月１２日（水）～ 令和２年９月３０日（水） 

ご利用いただける方 
令和元年１２月以降に発生した新型コロナウイルス感染症の流行により、

業績に直接的または間接的に影響を受けている法人および個人事業主の方 

お 使 い み ち 
運転資金または設備資金 

（設備資金の場合、感染症対策に係る設備導入、更新に限る） 

ご 融 資 金 額 ５千万円以内 

ご 融 資 期 間 
運転資金：１年以上７年以内（６か月以内の据置期間を含む） 

設備資金：１年以上１０年以内（６か月以内の据置期間を含む） 

ご 融 資 利 率 個別協議による 

ご 返 済 方 法 元金均等分割返済 

担 保 ・ 保 証 人 信用保証協会保証付または有担保、無担保 

   ※ご融資には中国銀行所定の審査がございます。審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
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